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1【提出理由】

　帝人グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報

告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

2025年11月5日

 

(2）当該事象の発生内容

当社の連結子会社であるTeijin Aramid B.V.が製造するトワロンに関連する固定資産につき、トワロン事業の主

力用途での競争激化や北米通商政策における不確実性などを背景とした為替変動（ユーロ高）も影響し、計画の達

成が困難となる見通しとなりました。このため、減損の兆候があると認められ、減損テストを実施した結果、同事

業に係る固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回ったことから、減損損失を認識しています。

 

(3）当該事象の連結損益に与える影響額

当該事象の発生により2026年3月期第2四半期の連結決算において、減損損失484億円を「売上原価」及び「販売

費及び一般管理費」にそれぞれ417億円、67億円計上しています。

 

以　上
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